様式第１号

吹田市中小企業ＷＥＢデザイン活用事業補助金登録作成事業者登録届出書

年　　月　　日

吹田市長宛

	届出者
	事業所所在地
	

	
	フリガナ
	

	
	事業者名（屋号）
	

	
	代表者役職
	

	
	フリガナ
	

	
	代表者氏名
	

	
	電話番号
	

	
	担当者名
	



登録作成事業者の登録について届け出ます。
届け出るに当たり、補助対象となる事業として別紙の補助対象除外項目に該当するホームページ、動画、静止画については作成しないことを誓約します。


※　添付書類
　⑴　企業概要書（様式第２号）
⑵　ホームページの作成に係る事業を営んでいる場合、登録作成事業者概要書（ホームページ作成・改修事業）（様式第３号）
⑶　動画の作成に係る事業を営んでいる場合、登録作成事業者概要書（動画作成事業）（様式第４号）
⑷　動画及び静止画の作成に係る事業を営み、SNSの運用又はWEB広告の掲載に係る支援を行った実績を有する場合、登録作成事業者概要書（SNSブランディング事業）（様式第５号）
⑸　法人の場合、履歴事項全部証明書の写し
⑹　個人の場合、直近の確定申告書及び個人事業の開業届出書の写し
⑺　直近の市町村民税の納付又は非課税を証する書類

（別紙）

	補助対象除外項目

	⑴　人物が映る場合に、撮影対象者に事前に承諾を取れていない等肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等の侵害を生じさせるおそれのあるもの
⑵　著作権のあるものを利用する場合に、著作権者の許諾を得ていないもの。その他知的財産権の侵害を生じさせるおそれのあるもの
⑶　医療広告ガイドラインその他広告規制に関する法令（指針、ガイドラインを含む）を遵守していない内容であるもの
⑷　宗教性のあるもの
⑸　特定の公職者（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
⑹　人権侵害や差別につながる内容であるもの
⑺　特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、大阪府消費者保護条例等、消費者関係法令に違反し、又はそれらに関するトラブルを助長する内容であるもの
⑻　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業に関する内容であるもの
⑼　他の商品等への批判やおとしいれる内容であるもの
⑽　犯罪行為が含まれる又は助長する内容であるもの
⑾　⑴から⑽に関するものの他、公序良俗に反する内容を含むもの





